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	第１３回「東池袋地区補助第81号線沿道まちづくり協議会」　議事要旨
	○4月3日に新都市建設公社の現地事務所が開設されまして、おめでとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。
	本日より平成18年度の協議会ということで、後ほど、行政側の担当者変更等の報告があると思う。こちら側からの報告としては、4
	その他、補償については、各個人の財産に係わることのため、補償担当にはより紳士的な姿勢を期待する。また、補償に関する相談窓
	個人の見解としては、近年、都心部では高層マンションの開発が進んでおり、東池袋でも40階建てのマンションが建設されている。
	・取組み内容について
	協議会の設立目的は、道路整備に伴う沿道のあり方を議論する場である。昨年度に沿道まちづくりルールの素案として提言書を提出す
	協議会は、沿道全体についての検討をする場であるため、街区懇談会のあり方を検討することは良い。しかし、細部については、街区
	本日は、行政側からの協議会活動案を受けたことにし、月割りの具体的な取組みについては、次回協議会で決めても良いのではないか
	昨年11月に地区計画の提言書を出すつもりであったが、行政側の都合によって12月に変更された。協議会側は、地区計画策定を急
	⇒区としては、用途地域の見直しが地区計画と併せて実施されるため、道路整備に伴う住み替え、建替えを検討するためにも地区計画
	⇒提言書の作成までは、行政から早期にと言われていたのに、今後は、時間をかけて地区計画を検討するのであれば、地権者には時間
	行政としては、地区計画の策定に向けて、協議会にも継続して検討をしてほしいのではないかと思ったがいかがであろうか。
	⇒そのように受け止めていただいてよい。次回は、意向調査案を協議会にお示しするということでどうか。（コンサル）
	○ 協議会は、地権者の代表ではない。また、行政の検査機関でもないため、協議会の場で意向調査案の承認を得たということで、意
	⇒都としては、沿道まちづくりの進捗状況をまずは協議会でご報告していきたい。（都）
	⇒情報提供の場とするのならば、大勢多数の住民にきめ細かく情報を提供していただきたい。また、ニュースのみならず説明会等を開
	地区計画の地元説明会では、行政は住民からの意見を聞くだけではなく、回答を出してほしい。
	・その他
	今年の11月で会長・副会長の任期が満了となる。
	協議会の出席率が高くなる工夫を事務局にはしていただきたい。
	行政には、具体的でかつわかりやすい資料を協議会に持参していただくことを望む。
	補償に関する不安が住民には常にある。
	4\)その他





